
2025 年 4 月 18 日 

 

お客さま各位 

株式会社荘内銀行 

 

 

店名変更に伴う EBサービスのお振込先・ご請求先口座情報変更のお願い 

 

 

 平素より荘内銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 既にご案内のとおり、荘内銀行では合併に先立ち、2025 年 5 月 26 日（月）に下記支店の

「店名変更」を実施させていただきます。 

 実施に伴い、会計ソフト等で振込依頼データ・口座振替請求データを作成されている場合、

お振込先およびご請求先口座の「店名」の変更が必要となる場合がございます。 

 つきましては、会計ソフト等をご利用のお客さまにおかれましては、下記についてご確認い

ただき、お振込先およびご請求先の口座情報をご変更くださいますようお願いいたします。 

 お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

記 

 

１．店名変更店（2カ店） 

店番 
現行店名 変更後店名 

漢字店名 カナ店名 漢字店名 カナ店名 

110 本店営業部 ホンテン 鶴岡営業部 ツルオカ 

160 山形営業部 ヤマガタ 山形本店営業部 ヤマガタホンテン 

※店名変更日：2025 年 5 月 26 日（月） 

 

 

２．変更の対応が必要となるお客さま 

以下のサービスご利用において、会計ソフト等で振込依頼データ・口座振替請求データを

作成されており、お振込先およびご請求先口座に店名変更店が含まれているお客さま 

＜対象サービス＞ 

・法人向け荘銀インターネット EB サービス「荘銀ビジネスダイレクト」 

※ライトタイプ・フルタイプをご利用のお客さま 

・荘銀ファームバンキングサービス    「全銀ファイル伝送（VALUX）」 

・荘銀ファームバンキングサービス    「AnserDATAPORT」 

 

  



３．ご対応いただきたいこと 

該当するお振込先、ご請求先の口座情報について、以下項目の変更をお願いいたします。 

  ＜変更が必要な項目＞  

 
 
 
 
 
 
 
 

ご留意事項＞ 

・2025 年 5 月 26 日(月)から 2025 年８月 1 日(金)までの間に、必ず操作を行ってください。 

・上記期間中は、旧店名のままでサービスをご利用いただけますが、期間を過ぎますとお取

扱いできなくなるサービスもございます。期間中に早めの変更操作をお願いいたします。 

 

４． その他 

（１）ご契約口座 

[荘銀ビジネスダイレクト]  

当行で新店名への変更手続きを行いますのでお客さまのお手続きは不要です。 

[荘銀ファームバンキングサービス]  

お客さまご自身でご利用ソフトの変更をお願いいたします。 

（２）ご登録先の振込先または請求先口座 

[荘銀ビジネスダイレクト]  

画面上に登録しているお振込先・ご請求先口座情報につきましては、当行で新店名

への変更手続きを行いますのでお客さまのお手続きは不要です。ただし、過去の取

引データを利用する方法で操作される場合は、お振込先・ご請求先口座情報は更新

されません。新たに新店名にてご登録の上、お手続きをお願いいたします。 

[荘銀ファームバンキングサービス]  

お客さまご自身でご利用ソフトの変更をお願いいたします。 

（３）受取人番号登録口座 

ご登録いただいているお振込先口座情報につきましては、店名変更日に当行で新店

名への変更手続きを行いますのでお客さまのお手続きは不要です。 

（４）口座振替依頼書 

口座振替のご請求先さまからの口座振替依頼書の再徴求は不要です。 

以 上 

お問い合わせ先 

荘銀ダイレクトサポートセンター 

フリーダイヤル：0120-61-4071 

平日 9:00～19:00 

荘銀ファームバンキングサービス 

0235-28-2409 

平日 9:00～17:00 

※ファームバンキングサービスをご利用のお客さまで、ご変更に関する操作方法につきましては、 

ソフト提供元へお問い合わせいただきますようお願いいたします。 

種目 変更項目 

総合振込 

給与振込 

ヘッダ・レコード 仕向支店名 

データ・レコード 被仕向支店名 

口座振替 
ヘッダ・レコード 取引支店名 

データ・レコード 引落支店名 


